
更正の請求をする理由
その他参考となる事項

地方税法第20条の９の３第
２項の更正の請求の場合

第１号の判決等の確定日

第２号の更正・決定等のあった
日

第３号の理由の生じた日

年　　月　　日

年　　月　　日

年　　月　　日

法定納期限 年　　月　　日

円

円

円

泊×500円＝

年　　月　　日

宿泊税更正請求書

 　宿泊税の更正について、地方税法第20条の９の３第３項の規定により、次のとおり請求しま
す。

宿泊施設

(名　　称)

電話番号

名　　称

所 在 地

宿泊施設番号

　（宛先）金沢市長

(所 在 地)
住　　所

氏　　名

宿泊料金が５千円以上
２万円未満の宿泊数及び
税額

宿泊料金が２万円以上の
宿泊数及び税額

宿泊税合計額

地方税法第20条の９の３第
１項の更正の請求の場合

円

円

円

泊×200円＝

泊×500円＝

泊×200円＝

更正の請求の対象 年　　月宿泊分

更正の請求前 更正の請求後


